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福岡市障がい者就労支援センターは，障がい者へ就労支援を行う中心的な施設として     

平成 15 年度に開設し，障がい者に対する個別支援を中心に，企業に対する啓発活動，就労移

行支援事業所等への技術的支援などを行ってきた。 

しかし，現在，民間の就労支援機関の増加や発達障がい者を含む精神障がい者からの相談の

増加，平成 30 年４月からの障がい者の法定雇用率引上げ等，センターを取り巻く状況は変化

している。さらに，就労支援を行うにあたり，就労の前段階である生活面での支援が必要な   

利用者も多く，個別の支援に多くの時間を要している状況である。 

 こうした状況を踏まえ，障がい者就労支援センターと発達障がい者支援センターを集約した

「福岡市発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）」の設置について検討を      

行っており，特に相談が増加している発達障がい者への就労支援を充実させるとともに，     

障がい者就労支援センターについては，その支援のあり方について，国や県，民間の就労支援

機関との機能の分担も考慮しながら見直しを行うこととし，就労支援部会において，今後の   

障がい者就労支援センターのあり方の基本的な方向性について協議を行った。 

 今回は，その協議結果についてとりまとめ，報告を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 
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１ 部会協議事項 

福岡市障がい者就労支援センターのあり方に関する事項 

(1) 就労支援センターにおける実施業務の見直しに関する事項 

(2) 就労支援センターにおける実施業務の見直しに伴う関係機関との連携に関する事項 

 

２ 検討状 況 

 開催日 協議内容 

第１回 H30.5.21 ○ 部会長・副部会長の選任 

○ 福岡市障がい者就労支援センターの今後のあり方について 

第２回 H30.6.26 ○ 発達障がい児・者支援等拠点施設（仮称）について 

○ 第１回就労支援部会における意見及び意見への対応 

○ 福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性に 

ついて(案) 

第３回 H30.8.2 ○ 福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性に  

ついて(案) 

○ 就労に関する相談の流れ(案) 

○ 拠点施設体制案 

協議に先立ち，「障がい者の就労の現状」，「障がい者就労支援センターの現状」等について

整理し説明を行った。 

そのうえで，障がい者就労支援センターの業務見直しについて，基本的な方向性と見直しに

伴う課題の整理を行った。 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 就労支援部会における検討状況 
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１ 名 称 

福岡市障がい者就労支援センター 

２ 開 設 

平成１５年４月 

３ 所在地 

福岡市中央区長浜３丁目１１番３号  鮮魚市場会館４階 

４ 運営委託先 

社福）福岡市社会福祉事業団 

５ 人員体制 

所長 副所長 就労支援ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ- ｼﾞｮﾌﾞｺ-ﾁ 就労支援相談員 合計 

1人 1人 7人 14人 4人 27人 

所長・副所長：センターの統括，講演会での講師等の対外業務を担当 

就労支援コーディネーター：障がい者の相談受付，個別の障がい者のための職場開拓，関係機関や  

企業との連絡調整等，障がい者就労支援の統括的業務 

ジョブコーチ：就労支援コーディネーターの指示の下，企業において障がい者に対する 

業務指導及び職場定着支援業務を行う。 

ジョブコーチは上記業務の他，就労移行支援施設に対し，就労支援に  

関する技術的支援業務を行っている。 

就労支援相談員：全般的な職場開拓の実施，就労支援及び職場定着のあり方に関する分析， 

企業に対するアプローチ方法の検討等を行う。 

６ 事業内容 

(1) 就労支援コーディネーター及びジョブコーチによる障がい者の就労支援 

  ①総合相談(就労及び生活面における相談への助言) 
  ②アセスメント(職業能力評価) 
  ③就職準備支援 
  ④面接への同行   等 

(2) 障がい者インターンシップ 

 (3) 障がい者職場定着促進 

(4) 就労移行支援事業所への技術的支援 

  ①事業者向けセミナーの開催 

②個別ケースを通じた研修の実施 

 (5) 企業への支援 

①企業(実習先)開拓 

②企業セミナーの開催 

③企業(事業主)への雇用管理の助言 

 

 

 

Ⅳ 福岡市障がい者就労支援センターの概要 

【平成 29年度からの新規事業】 

 障がい者雇用サポートデスクの設置 → 企業向けの取組み 
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７ サポーター企業登録数の推移（各年度末時点） 

 

 

 

８ 職場実習実施回数の推移 
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※サポーター企業：障がい者の就労の実現に向けて、職場での実体験が効果的であること
から、雇用を前提としない職場体験のみの実習の場を提供する企業をサポーター企業と
して登録。 

資料：福岡市障がい者就労支援センター 

資料：福岡市障がい者就労支援センター 
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障がい者就労支援センターの今後のあり方について 

就労移行支援事業所等の民間の就労支援機関が増加してきたことにより個人への支援が充実して

いる一方で，県内の民間企業における障がい者雇用率は，法定雇用率に達しておらず，引き続き企業

に対する働きかけが必要であること。また，民間の就労支援機関における支援は事業所によりばら

つきがあるものの，企業や民間の就労支援機関に対して支援を行う機関も限られている状況である。 

このような状況を踏まえ，今後の障がい者就労支援センターについては，民間の就労支援機関と

横並びで個別支援を行うのではなく，企業や民間の就労支援機関が自らのスキルを高め，障がい者

に必要な支援や対応を行うことができるよう技術的支援を行い，福岡市全体で障がい者の就労支援

の質を向上させるための機関としての役割が必要となる。 

このため，障がい者就労支援センターにおける支援については， 

障がい者への個別支援を中心とした支援から，企業や民間の就労支援機関に対する技術

的支援を中心とした支援に移行する。 

こととし，個別の業務について，下記の方向性に基づき見直しを行っていくこととする。 

１ 個人への支援 

(1) 現在の取組 

・就労支援コーディネーター及びジョブコーチによる障がい者の就労支援 

    ①総合相談(就労及び生活面における相談への助言) 

    ②アセスメント(職業能力評価) 

    ③就職準備支援 

    ④面接への同行   等 

・障がい者インターンシップ 

・障がい者職場定着促進 

(2) 今後の取組の方向性 

個人への就労支援は，原則行わない。 

※ 例外あり（就労支援機関からの相談に対応する過程で，就労支援センターが直接支援を 

行う場合など） 

(3) 実現に向けた課題 

・就労支援センターが現に登録している障がい者の他機関への移管等について，関係機関を交

えた検討が必要。 

・個別支援廃止後の例外の範囲について，どのように設定するのか。 

・新たに，就労相談に来た障がい者に対して，簡易な相談も含め，どこがどのように対応する

のか整理が必要。 

２ 企業への支援 

(1) 現在の取組 

     ・就労支援相談員による企業への支援 

①企業(実習先)開拓 

 

Ⅶ 福岡市障がい者就労支援センターの業務見直しの方向性について 
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②企業セミナーの開催 

③企業(事業主)への雇用管理の助言 

(2) 今後の取組の方向性 

・企業(実習先)開拓（企業開拓体制の強化） 

・企業向けのセミナーや出前講座(社内研修の講師派遣)の実施 

・企業(事業主)への雇用管理の助言 

・障がい者雇用サポートデスクの利用促進 

(3) 実現に向けた課題 

    ・セミナーへの参加や出前講座の活用を促すため，内容や周知方法の見直しが必要。 

 

３ 就労支援機関への支援 

(1) 現在の取組 

     ・移行支援事業所への技術的支援 

        ①事業所向けセミナーの開催 

 ②個別ケースを通じた研修の実施 

 (2) 今後の取組の方向性 

・事業所向けセミナーや個別ケースを通じた研修の充実 

・企業や実習先に関する情報提供 

・就労移行支援事業所からの依頼による利用者への職業評価を含めた助言等。 

・就労移行支援事業所向け就労支援ツールの作成。 

 (3) 実現に向けた課題 

      ・企業や実習先に関する情報提供にて提供する情報の内容や情報提供の方法について検討が必要。 

・研修への参加を促すため，内容や周知方法の見直しが必要。 

・職業評価を含めた助言について，仕組みづくりと利用促進に向けた周知が必要。 

・就労移行支援事業所向け就労支援ツールについて，関係機関と連携した検討が必要。 

 

４ 相談機関との連携 

(1) 現在の取組 

     ・個別の相談に対応する際，関係機関と直接必要な調整を実施 

(2) 今後の取組の方向性 

・就労支援機関の情報を集約し，関係機関に情報提供を行う。 

・相談機関利用者を，適切な機関につなげるための就労に関するアセスメントの実施。 

(3) 実現に向けた課題 

      ・就労支援機関の情報提供について，提供する情報の内容や情報提供の方法について検討が

必要。 

５ 発達障がい者支援センターとの連携 

企業や就労支援機関への支援や，発達障がい者の就労に関するアセスメントを実施する場合は，

発達障がい者支援センターと連携した対応が可能となるよう検討を行う。 
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１ 委員名簿 

（５０音順） 

選出機関 
委員名    

（敬称略） 
所属・役職等 

福岡市相談支援機能強化

専門員 
池田  顕吾 

東区第１障がい者基幹相談支援センター  

センター長 

福岡障害者職業センター 稲田 祐子 
独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構 福岡支部 

福岡障害者職業センター主幹障害者職業カウンセラー 

福岡市障がい者就労支援

センター 
黑田 小夜子 福岡市障がい者就労支援センター センター長 

障害者就業・生活支援  

センター野の花 
小泉 栄治 

障害者就業・生活支援センター野の花センター長 

主任就業支援ワーカー 

相談支援スーパーバイザー 佐藤 陽介 
南区第２障がい者基幹相談支援センター 

主任コーディネーター 

福岡中央公共職業安定所 竹内 朗 
福岡中央公共職業安定所 職業相談第４部門 

統括職業指導官 

障害者就労移行支援事業所 田尻 博美 
株式会社 LITALICO LITALICOワークス九州グループ 

アシスタントマネージャー 

福 岡 市 発 達 障 が い 者   

支援センター 
橋本 文 福岡市発達障がい者支援センター 所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 参考資料 
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２ 福岡市障がい者等地域生活支援協議会設置運営要綱 

 

福岡市障がい者等地域生活支援協議会設置運営要綱 

 

（設置） 

第１条 福岡市は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89条の３第１

項の規定に基づき，関係機関，関係団体及び障がい者若しくは障がい児（以下，「障がい者等」と

言う。）の福祉，医療，教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下，「関係機

関等」と言う。）が相互の連携を図ることにより，地域における障がい者等への支援体制に関する

課題（以下，「課題」と言う。）について情報を共有し，関係機関等の連携の緊密化を図るとともに，

地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため，福岡市障がい者等地域生活支援協議会

（以下，「協議会」と言う。）を設置する。 

 

（機能） 

第２条 協議会は，相談支援事業をはじめとする地域における障がい者等への支援体制の整備に関

し，次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１）地域の関係機関等によるネットワーク構築，課題の情報共有に関すること。 

（２）個別事例への支援のあり方に関すること。 

（３）地域の社会資源の開発，改善に関すること。 

（４）中立・公平性を確保する観点から，委託相談支援事業者等の運営評価に関すること。 

（５）相談支援事業従事者の質の向上を図るための研修の実施等に関すること。 

（６）福岡市障がい者虐待防止対策連絡会議の報告を踏まえた障がい者虐待の防止の推進に関する

こと。 

（７）その他，地域における障がい者等への支援体制の整備に関すること。 

２ 協議会は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88条第８項の規定

に基づき，福岡市の市町村障害福祉計画の策定又は変更に際して，市長の求めに応じて意見を述

べるものとする。 

 

（委員） 

第３条 協議会は次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）障がい当事者（家族を含む）団体 

（３）福岡市の相談支援事業の委託事業者 

（４）福岡市の児童発達支援センター事業の委託事業者 

（５）障がい福祉サービス事業者 

（６）保健・医療関係者 

（７）教育・雇用関係者 

（８）権利擁護関係者 
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（９）地域福祉関係者 

（10）その他市長が必要と認めた者 

２ 委員の任期は３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会長の決するところ

による。 

４ 協議会は，次条に定める区部会及び第７条に定める専門部会の委員又はそれぞれの事務局から

意見を聴くことができる。 

５ 協議会は，必要があると認めるときは，会議に参考人の出席を求め，意見を聴くことができる。 

 

（区部会） 

第６条 協議会は，各行政区において障がい者等の地域生活に係る支援がより適切に行われるよう，

行政区ごとに部会（以下，「区部会」と言う。）を設け，次に掲げる活動を行わせる。 

（１）障がい者等の個別事例の検討を通じて課題を明らかにするとともに，関係機関等で共有し，

連携を密にすること。 

（２）その他，協議会が必要と認めること。 

２ 区部会の委員は，市長の同意を得て，次に掲げる者のうちから会長が選任する。 

（１）区保健福祉センターの障がい者等の福祉関係課の担当職員 

（２）特別支援学校の進路又は支援部関係者 

（３）区内の相談支援事業の委託事業者の担当職員 

（４）区内の児童発達支援センター事業の委託事業者の担当職員 

（５）その他，会長が必要と認めた者 

３ 区部会の運営に関する事項は，部会運営要領で定める。 

 

（専門部会） 

第７条 協議会は，必要に応じて，特定の事項を調査，研究し，若しくは施策提案の検討等を行うた

めに，専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は，市長の同意を得て会長が選任する。 
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３ 専門部会の運営に関する事項は，部会運営要領で定める。 

 

（守秘義務） 

第８条 協議会の関係者は，協議会に関する職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職務を退いた後も，また同様とする。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，保健福祉局障がい者部障がい者在宅支援課において行う。ただし，必要に

応じて委託することができる。 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，保健福祉局長が定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２４年８月３１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２５年９月１日から施行する。 
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３ 福岡市障がい者等地域生活支援協議会部会運営要領 

 

 

福岡市障がい者等地域生活支援協議会部会運営要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は，福岡市障がい者等地域生活支援協議会（以下「協議会」という。）設置運営要

綱（以下「要綱」という。）に基づく，区部会，専門部会等の運営に関し，必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（区部会） 

第２条 区部会は，要綱第６条第１項に規定する活動の実績を協議会に報告しなければならない。 

２ 区部会には，要綱第６条第２項第１号から第４号に定める者のほか，第５号に定める者として，

区部会委員が必要と認める者のうちから，協議会の会長が選任する。 

３ 福岡市が，福岡市障がい者相談支援機能強化事業を行うに当たり配置する相談支援機能強化専

門員若しくは福岡市障がい者基幹相談支援センター（虐待防止センター）事業で福岡市が委嘱す

る相談支援スーパーバイザーは，区部会の運営及び個別事例の検討を支援するため，すべての区

部会に参加する。 

４ 区部会が個別事例を検討する場合には，協議会事務局が指定した様式を用いる。 

５ 区部会は，原則として毎月開催する。 

６ 区部会は，個別事例の検討を効果的に進める場合等に，必要に応じて，他区の区部会委員，専門

部会委員，就労支援機関，発達障がい又は高次脳機能障がいの相談機関，サービス事業者等を参

考人として出席を求め，意見を聴くことができる。その場合は，区部会事務局が直接又は協議会

事務局を通じて，出席を依頼するものとする。 

７ 区部会は，前項に掲げる者から参加の申し出があった場合には，特に支障がない限り応諾する

ものとする。その場合は，区部会事務局に直接又は協議会事務局を通じて，参加を申し出るもの

とする。 

８ 区部会の事務局は，当該行政区における区障がい者基幹相談支援センター事業の委託事業者が

共同して行う。 

 

（専門部会） 

第３条 専門部会は，設置しようとする関係機関等が，部会の名称，設置目的，協議内容，スケジュ

ール，委員，事務局等について記載した企画書を協議会に提出し，認められた場合に設置できる。 

２ 専門部会は，年度毎に活動実績及び成果を協議会に報告しなければならない。 

３ 専門部会には部会長及び副部会長を置き，専門部会委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は，専門部会を総理し，専門部会を代表する。 

５ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるとき，又は部会長が欠けたときは，その職務を

代理する。 



19 

 

６ 専門部会の会議は，部会長が招集し，部会長がその議長となる。 

７ 専門部会は，必要に応じて会議に参考人の出席を求め，意見を聴くことができる。 

８ 専門部会の事務局は，障がい者在宅支援課が，企画書に事務局として記載された関係機関等及

び市の関係部署と調整して決定する。 

 

（事務局合同会議） 

第４条 事務局合同会議は，協議会運営に関する調整，区部会及び専門部会の運営状況の把握，行政

及び事務局間の連携，情報交換等のため，福岡市相談支援機能強化専門員，７区の区部会及び専

門部会の事務局，市の障がい者等の福祉関係課で構成し，原則として毎月開催する。 

２ 前項の合同会議の事務局は，障がい者在宅支援課又は障がい者在宅支援課が協議会の庶務を委

託した事業者が行う。 

 

   附 則 

１ この要領は，平成 24年８月３１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この要領は，平成 29年６月９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


